
PC のセキュリティ強化
USB トークンを利用したログイン制御により、クライアント PCのユーザ認証をより確実なものにできます。

・共有 PC は誰でもログインできる状況にあり、セキュリティ管理がおろそかになっている。

・誰が PC を使用したのか分からない。

・ID/パスワードだけでの認証方式は「なりすまし」などによる情報漏洩の危険性がある。

弊社がご提供させて頂く製品にて、ID/パスワード認証よりも、一ランク上のレベルの認証を実現でき

ます。ドライバレス USB トークンを利用してログオン制御を行うことにより、いつ誰がどの USB トーク

ンを使って PC を利用したのかが分かるので、「PC の不正利用」や「なりすましによる情報漏洩」を抑

制・防止ができます。

システムイメージ

製品利用例

特徴

 USB トークン自体と PIN 番号（暗証番号）による 2 因子認証のログイン制御で、より高いレベルのセキュリティを実現。

～USB トークンを物理的な「鍵」として PC にログオンします。トークンを挿入しないとログオンできず、抜くと自動的に PC がロックされます。

 簡単、シンプルな利用形態で利用者の利便性向上、そして管理者の運用負荷を軽減を実現。

 Windows セーフモード対応により、セーフモードでのログオンもロックして、不正利用を強固に防止。

 USB トークン紛失時には、管理者よりワンタイムパスワードを発行し、一時的にログオン可能。

 いつ、誰が、どの USB トークンで、どのように PC を利用したかをログに記録。管理者はツールにてログの解析が可能。

課題

ご提案
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導入事例 某大手物流運送会社様：全国各地約23,000台の業務PCの不正利用防止対策

・大量な配送先個人情報の保護対策

・個人情報を大量に保有しており、誰が PC にログインしたかを明確に管理したい。

・臨時従業員の入替にも容易に対応できる環境にし、システム管理者への負担を軽減したい。

・IT 知識の低い利用者が多いため、煩雑な操作は困難。

・万が一トークンを紛失した場合でも業務への支障が最小限になるようにしたい。

・導入コストはあまりかけられない。

・2 因子認証によるセキュリティレベルの向上で、個人情報の機密性を確保することができた。

・スタンドアロンで動作するため従業員の入替にも容易に対応でき、管理コストの低減に繋がった。

・USB トークン 1本でログイン制御ができるので、利用者の利便性が向上した。

・ワンタイムパスワード発行機能により、業務への支障が最小限に抑えられるようになった。

・飛天のソリューションは低価格のため、トタールコストを抑えることができた。

導入コスト例 （新規 10 クライアント購入の場合）

必要製品群 製品名 数量 定価金額（税抜）

SecureCore ｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ SecureCore PC ロック １０ｸﾗｲｱﾝﾄ 30,000 円

SecureCore 管理者ｿﾌﾄ(初回のみ購入) SecureCore AT 1 ｾｯﾄ 49,800 円

USB トークン（ドライバレス） ePass1000ND USB トークン １０個 31,000 円

ソフトウェア年間保守料(ソフトウェアライセンスの 15％) 79,800 円×0.15 11,970 円

合計 122,770 円

動作環境 SecureCore ｸﾗｲｱﾝﾄ 評価キット無償貸出

対応 OS Windows2000/Me/XP/

XP Embedded/Vista/7/

■評価版 SecureCore

- 無料貸出 –

CPU PentiumII266MHz 以上を推奨

メモリ容量 64MB 以上

ハードディスク容量 20MB 以上の空き容量

対応ブラウザ Internet Explorer 6 以上

対応 USB トークン ePass1000ND,ePass1000,ePass2000
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●製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
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梱包物：

・USB トークン 2 本

・クライアントソフトウェア

・管理者用ソフトウェア

・マニュアル
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